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2．甲号証

（１）通常逮捕手続書
甲１号証：通常逮捕手続書

立証趣旨：被告人の逮捕状況等

作 成 日：令和５年６月30日

作 成 者：司法警察員　赤木竜平

通常逮捕手続書（甲）

下記被疑者に対する　傷害　被疑事件につき、令和５年６月29日付東京地
方裁判所裁判官　安西直行　の発した逮捕状を被疑者に示して逮捕した手続
は、次のとおりである。

記
１　被疑者の住所、職業、氏名、年齢
　　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　職業　無職
　　氏名　甲山　太郎（こうやま　たろう）
　　昭和59年１月20日（39歳）
２　逮捕の年月日時
　　令和５年６月30日　午前７時15分
３　逮捕の場所
　　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号被疑者方
４　逮捕時の状況
上記日時場所において、当職は被疑者に対し、逮捕状を示して逮捕す

る旨申し向けたところ、被疑者は酒に酔った様子で「ちょっと押された
くらいのことだろう！」などとまくし立てながら、逮捕に抵抗したため、
当職と同行していた青木浩太郎巡査部長とともに制圧し、手錠をかけて
逮捕した。
５　証拠資料の有無
　　無

本職は、令和５年６月30日午前８時45分、被疑者を西警察署司法警察員に
引致した。
上記引致の日

警視庁西警察署　司法警察員巡査部長　赤木竜平　㊞

本職は、令和５年７月１日午前９時15分、被疑者を関係書類等とともに、
東京地方検察庁検察官に送致する手続をした。
上記送致の日

警視庁西警察署　司法警察員警部補　中山蒼太　㊞

【解　説】
逮捕の経過を示すために、逮捕手続書が請求される場合があります。現行

犯逮捕の事件などでは、犯行場所や犯行時間の立証のために請求されること

が多いです。また、通常逮捕手続書も、逮捕の経過を示すために請求される

場合があります。

甲１号証に不同意意見を述べた場合、原則として、警察官赤木竜平の証人

尋問を行って、甲１号証の内容を立証しようとすることとなります。もっと

も、本件は通常逮捕の手続経過に大きな意味はなく、通常逮捕手続書は、不

同意のあと撤回される可能性もあるといえるでしょう。ただし、本件では、

逮捕の状況それ自体に意味がなくても、「逮捕時の状況」欄にある被告人の

発言を顕出するために、赤木警察官の証人尋問を請求する可能性があります。

被告人の発言は、「ちょっと押された」というもので、検察官の立証命題

とは異なりますが、被告人が有形力の行使を一部認めるかのような内容に

なっています（もちろん、被告人の供述を前提としても、接触して押された

ことを「押された」と表現しているという評価は可能ですが、証明力の問題

です）。

この被告人の発言は、赤木警察官の証人尋問の中で赤木警察官の又聞きの

供述となって法廷に現れることとなります。したがって、弁護人は、伝聞の

異議を検討しなければなりません。

しかし、この被告人の発言は、少なくとも押したという限度で暴行を自認
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2．甲号証

（１）通常逮捕手続書
甲１号証：通常逮捕手続書

立証趣旨：被告人の逮捕状況等

作 成 日：令和５年６月30日

作 成 者：司法警察員　赤木竜平

通常逮捕手続書（甲）

下記被疑者に対する　傷害　被疑事件につき、令和５年６月29日付東京地
方裁判所裁判官　安西直行　の発した逮捕状を被疑者に示して逮捕した手続
は、次のとおりである。

記
１　被疑者の住所、職業、氏名、年齢
　　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　職業　無職
　　氏名　甲山　太郎（こうやま　たろう）
　　昭和59年１月20日（39歳）
２　逮捕の年月日時
　　令和５年６月30日　午前７時15分
３　逮捕の場所
　　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号被疑者方
４　逮捕時の状況
上記日時場所において、当職は被疑者に対し、逮捕状を示して逮捕す
る旨申し向けたところ、被疑者は酒に酔った様子で「ちょっと押された
くらいのことだろう！」などとまくし立てながら、逮捕に抵抗したため、
当職と同行していた青木浩太郎巡査部長とともに制圧し、手錠をかけて
逮捕した。
５　証拠資料の有無
　　無

本職は、令和５年６月30日午前８時45分、被疑者を西警察署司法警察員に
引致した。
上記引致の日

警視庁西警察署　司法警察員巡査部長　赤木竜平　㊞

本職は、令和５年７月１日午前９時15分、被疑者を関係書類等とともに、
東京地方検察庁検察官に送致する手続をした。
上記送致の日

警視庁西警察署　司法警察員警部補　中山蒼太　㊞

【解　説】
逮捕の経過を示すために、逮捕手続書が請求される場合があります。現行

犯逮捕の事件などでは、犯行場所や犯行時間の立証のために請求されること

が多いです。また、通常逮捕手続書も、逮捕の経過を示すために請求される

場合があります。

甲１号証に不同意意見を述べた場合、原則として、警察官赤木竜平の証人

尋問を行って、甲１号証の内容を立証しようとすることとなります。もっと

も、本件は通常逮捕の手続経過に大きな意味はなく、通常逮捕手続書は、不

同意のあと撤回される可能性もあるといえるでしょう。ただし、本件では、

逮捕の状況それ自体に意味がなくても、「逮捕時の状況」欄にある被告人の

発言を顕出するために、赤木警察官の証人尋問を請求する可能性があります。

被告人の発言は、「ちょっと押された」というもので、検察官の立証命題

とは異なりますが、被告人が有形力の行使を一部認めるかのような内容に

なっています（もちろん、被告人の供述を前提としても、接触して押された

ことを「押された」と表現しているという評価は可能ですが、証明力の問題

です）。

この被告人の発言は、赤木警察官の証人尋問の中で赤木警察官の又聞きの

供述となって法廷に現れることとなります。したがって、弁護人は、伝聞の

異議を検討しなければなりません。

しかし、この被告人の発言は、少なくとも押したという限度で暴行を自認
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するもので、被告人に不利益な供述であるため法324条１項及び322条１項前

段によって採用され得ます。実際に異議を出した場合の法廷でのやりとりは、

以下のようになる可能性が高いと思われます。

《赤木竜平の尋問例》
（検察官） 逮捕状の被疑事実を読み上げると、何が起きましたか。
（証　人） 突然被告人が怒鳴りだして、「ちょっと押されたくらいのことだ

ろう！」などとわめき散らしておりました。

（弁護人） 異議があります。ただいまの供述は伝聞供述ですので、証拠か
ら排除を申し立てます。

（裁判長） 検察官、ご意見は。
（検察官） 伝聞証言ですが、刑事訴訟法324条１項と322条１項の要件を満

たしております。

（裁判長） 異議は棄却します。

（２）実況見分調書①　犯行現場の状況
甲２号証：実況見分調書

立証趣旨：犯行現場の状況等

作 成 日：令和５年６月20日

作 成 者：司法警察員　赤木竜平

実況見分調書

令和５年６月20日

警視庁西警察署　　　　　　　　　　

司法警察員　巡査部長　赤木竜平　㊞

被疑者　甲山太郎　に対する　傷害　被疑事件につき、本職は、下記のと

おり実況見分をした。

記

１　実況見分の日時
　　令和５年６月20日午後１時から午後２時30分まで
２　実況見分の場所、身体又は物
　　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号被疑者方
３　実況見分の目的
　　犯行現場の状況を明らかにするため。
４　実況見分の立会人（住居、職業、氏名、年齢）
　⑴　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　　職業　会社員
　　　氏名　甲山ちあき
　　　年齢　37歳（昭和61年２月２日生）
　⑵　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　　職業　小学生
　　　氏名　甲山花子
　　　年齢　12歳（平成23年５月25日生）
５　実況見分の経過
　　別紙記載のとおり。

（別紙）省略

※ 実況見分調書には、被告人方の状況を撮影した写真が複数枚添付され、そ

の写真と台紙の間にまたがるように赤木竜平の印鑑が押されている。また、

被告人方の間取りについては、計測した結果を基に平面図がつくられ、１

階、２階及びその間の階段の様子が「現場見取図」として添付されている。

実況見分は花子及びちあきの立会いのもとで行われているが、現場２階階

段からリビングに出たところで、花子の「私は、ここでお父さんに殴られ

ました」という発言の記述とともに、その地点を花子が指さしている写真

がある（写真①）。また、現場１階から２階に続く階段の下部で「私が帰っ

てきたとき、花子がここに横たわっていました」という発言の記述ととも

に、ちあきがその地点を指さしている写真（省略）がある。現場見取図に

は、これら花子やちあきが指さした時点につき、バツ印がつけられ「被害

者が甲山太郎に殴られた位置」「ちあきが花子を発見した時の花子の位置」

などと記載されている。花子及びちあきの署名押印はない。
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2．甲号証

（１）通常逮捕手続書
甲１号証：通常逮捕手続書

立証趣旨：被告人の逮捕状況等

作 成 日：令和５年６月30日

作 成 者：司法警察員　赤木竜平

通常逮捕手続書（甲）

下記被疑者に対する　傷害　被疑事件につき、令和５年６月29日付東京地
方裁判所裁判官　安西直行　の発した逮捕状を被疑者に示して逮捕した手続
は、次のとおりである。

記
１　被疑者の住所、職業、氏名、年齢
　　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　職業　無職
　　氏名　甲山　太郎（こうやま　たろう）
　　昭和59年１月20日（39歳）
２　逮捕の年月日時
　　令和５年６月30日　午前７時15分
３　逮捕の場所
　　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号被疑者方
４　逮捕時の状況
上記日時場所において、当職は被疑者に対し、逮捕状を示して逮捕す
る旨申し向けたところ、被疑者は酒に酔った様子で「ちょっと押された
くらいのことだろう！」などとまくし立てながら、逮捕に抵抗したため、
当職と同行していた青木浩太郎巡査部長とともに制圧し、手錠をかけて
逮捕した。
５　証拠資料の有無
　　無

本職は、令和５年６月30日午前８時45分、被疑者を西警察署司法警察員に
引致した。
上記引致の日

警視庁西警察署　司法警察員巡査部長　赤木竜平　㊞

本職は、令和５年７月１日午前９時15分、被疑者を関係書類等とともに、
東京地方検察庁検察官に送致する手続をした。
上記送致の日

警視庁西警察署　司法警察員警部補　中山蒼太　㊞

【解　説】
逮捕の経過を示すために、逮捕手続書が請求される場合があります。現行

犯逮捕の事件などでは、犯行場所や犯行時間の立証のために請求されること

が多いです。また、通常逮捕手続書も、逮捕の経過を示すために請求される

場合があります。

甲１号証に不同意意見を述べた場合、原則として、警察官赤木竜平の証人

尋問を行って、甲１号証の内容を立証しようとすることとなります。もっと

も、本件は通常逮捕の手続経過に大きな意味はなく、通常逮捕手続書は、不

同意のあと撤回される可能性もあるといえるでしょう。ただし、本件では、

逮捕の状況それ自体に意味がなくても、「逮捕時の状況」欄にある被告人の

発言を顕出するために、赤木警察官の証人尋問を請求する可能性があります。

被告人の発言は、「ちょっと押された」というもので、検察官の立証命題

とは異なりますが、被告人が有形力の行使を一部認めるかのような内容に

なっています（もちろん、被告人の供述を前提としても、接触して押された

ことを「押された」と表現しているという評価は可能ですが、証明力の問題

です）。

この被告人の発言は、赤木警察官の証人尋問の中で赤木警察官の又聞きの

供述となって法廷に現れることとなります。したがって、弁護人は、伝聞の

異議を検討しなければなりません。

しかし、この被告人の発言は、少なくとも押したという限度で暴行を自認
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するもので、被告人に不利益な供述であるため法324条１項及び322条１項前

段によって採用され得ます。実際に異議を出した場合の法廷でのやりとりは、

以下のようになる可能性が高いと思われます。

《赤木竜平の尋問例》
（検察官） 逮捕状の被疑事実を読み上げると、何が起きましたか。
（証　人） 突然被告人が怒鳴りだして、「ちょっと押されたくらいのことだ

ろう！」などとわめき散らしておりました。

（弁護人） 異議があります。ただいまの供述は伝聞供述ですので、証拠か
ら排除を申し立てます。

（裁判長） 検察官、ご意見は。
（検察官） 伝聞証言ですが、刑事訴訟法324条１項と322条１項の要件を満

たしております。

（裁判長） 異議は棄却します。

（２）実況見分調書①　犯行現場の状況
甲２号証：実況見分調書

立証趣旨：犯行現場の状況等

作 成 日：令和５年６月20日

作 成 者：司法警察員　赤木竜平

実況見分調書

令和５年６月20日

警視庁西警察署　　　　　　　　　　

司法警察員　巡査部長　赤木竜平　㊞

被疑者　甲山太郎　に対する　傷害　被疑事件につき、本職は、下記のと

おり実況見分をした。

記

１　実況見分の日時
　　令和５年６月20日午後１時から午後２時30分まで
２　実況見分の場所、身体又は物
　　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号被疑者方
３　実況見分の目的
　　犯行現場の状況を明らかにするため。
４　実況見分の立会人（住居、職業、氏名、年齢）
　⑴　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　　職業　会社員
　　　氏名　甲山ちあき
　　　年齢　37歳（昭和61年２月２日生）
　⑵　住所　東京都中野区Ｃ町一丁目２番３号
　　　職業　小学生
　　　氏名　甲山花子
　　　年齢　12歳（平成23年５月25日生）
５　実況見分の経過
　　別紙記載のとおり。

（別紙）省略

※ 実況見分調書には、被告人方の状況を撮影した写真が複数枚添付され、そ

の写真と台紙の間にまたがるように赤木竜平の印鑑が押されている。また、

被告人方の間取りについては、計測した結果を基に平面図がつくられ、１

階、２階及びその間の階段の様子が「現場見取図」として添付されている。

実況見分は花子及びちあきの立会いのもとで行われているが、現場２階階

段からリビングに出たところで、花子の「私は、ここでお父さんに殴られ

ました」という発言の記述とともに、その地点を花子が指さしている写真

がある（写真①）。また、現場１階から２階に続く階段の下部で「私が帰っ

てきたとき、花子がここに横たわっていました」という発言の記述ととも

に、ちあきがその地点を指さしている写真（省略）がある。現場見取図に

は、これら花子やちあきが指さした時点につき、バツ印がつけられ「被害

者が甲山太郎に殴られた位置」「ちあきが花子を発見した時の花子の位置」

などと記載されている。花子及びちあきの署名押印はない。
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はしがき
凡　例
序　論

Ⅰ　検察官請求証拠編
１　事　例
２　甲号証
　（１）通常逮捕手続書
　（2）実況見聞調書①　犯行現場の状況
　　　コラム　一部同意
　（3）検察官面前調書①　被害者の供述調書
　　　コラム　司法面接
　（4）実況見分調書②　被害再現状況
　　　コラム　再現実況見分調書
　（5）検察官面前調書②　被害者家族の供述調書
　　　コラム　「供述の存在自体の立証」とは
　（6）司法警察員面前調書　障害のため公判廷で証言をすることが
　　　できない可能性のある者の供述調書
　　　コラム　証拠弁論
　（7）検察官面前調書③　現在国外にいる者の供述調書
　（８）写真撮影報告書
　　　コラム　証拠物としての採用
　（９）画像解析結果報告書
　（１０）写真撮影報告書
　（１１）診断書
　（１２）意見書

３　乙号証
　（１）司法警察員面前調書
　　　コラム　被告人質問先行型審理
　（２）上申書
　　　コラム　裁判員裁判における任意性の立証
　　　コラム　取調べ録音・録画記録媒体の実質証拠としての利用
　（３）検察官面前調書
　（４）犯罪経歴照会結果報告書
　（５）前科調書
　（６）判決書謄本
　（７）略式命令謄本
　（８）戸籍全部事項証明書

Ⅱ　弁護人請求証拠編
１ 事例
２　弁号証
　（１）医師作成の精神鑑定書
　　　コラム　裁判員裁判対象事件と非対象事件における鑑定書の取扱いの違い
　（２）弁護人作成の現場報告書
　（３）警察官作成の犯行現場の視認状況報告書
　　　コラム　公訴事実に争いのない事件における証拠開示の重要性
　（４）弁護人作成の計測結果報告書
　　　コラム　検証請求の実践例
　（５）弁護人作成の被告人の経済状況に関連する報告書
　（６）被告人家族が取締役を務める会社の履歴事項全部証明書
　（７）示談書
　　　コラム　示談交渉の進め方
　　　コラム　厳格な証明と自由な証明
　（８）振込明細書
　　　コラム　示談経過報告書
　（９）診断書
　（１０）通院証明書
　（１１）クリニックのウェブサイトの写し
　　　コラム　作成者以外での代替立証と資料の活用
　（１２）弁護人作成の報告書
　（１3）入院中の被告人家族の陳述書
　（１4）被告人の謝罪文（写し）
　（１5）被告人作成の日記
　　　コラム　謝罪文・本人作成の日記
　（１6）『ＤＳＭ-５-ＴＲ 精神疾患の分類と診断の手引』窃盗症の頁

監修・執筆者一覧


